
真狩村農業委員会委員の募集について

令和８年７月１９日をもって、真狩村農業委員会委員（以下「農業委員」といいま

す。）の任期が満了することから、農業委員会等に関する法律の規定に基づき、農業委員

の推薦・募集を行います。

農業に関する知識と熱意を持ち、農業委員会職務を適切に行うことができる方の推薦ま

たは応募を受け付けます。具体的な業務と募集方法は、次のとおりです。

記

１ 募集の内容

（１）推薦・募集人数 １１名

（２）任期 令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日まで（３年間）

（３）身分 真狩村の特別職の非常勤職員

（４）報酬 年額３１２，０００円（会長職は４２０，０００円）

２ 農業委員の業務

（１） 農地法等の権限事務について審査及び決定を行います。

・農業委員会総会において、農地法等の権限に属された事項の審議を行います。

（２） 農地等の利用の最適化の推進を実施します。

・担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進

を行います。

（３） 法人化その他の農業経営の合理化に関する事務を実施します。

（４） 農業一般に関する調査及び情報の提供の事務を実施します。

３ 推薦及び応募

（１）地区及び全域からの推薦

・３名以上が連名し、代表者が文書をもって推薦します。

（２）農業者などの組織する団体からの推薦

・団体等の代表者が文書をもって推薦します。

（３）一般応募

４ 推薦・応募の資格

（１）真狩村の住所を有する者を基本に、村外に住所を有する者も妨げない。

※以下の方は推薦及び応募ができません。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者



５ 応募書類

該当する次の書類に必要事項を記載して真狩村農業委員会へ提出してください。

・別記第１号様式（推薦する者が個人の場合）真狩村農業委員会委員に関する推薦書

・別記第２号様式（推薦する者が法人又は団体の場合）真狩村農業委員会委員に関す

る推薦書

・別記第３号様式 真狩村農業委員会委員の募集応募書

書類の請求については真狩村農業委員会にご連絡いただくか、もしくは、真狩村ホー

ムペ－ジからダウンロードしてご利用ください。

６ 応募書類の提出

真狩村農業委員会へ直接お持ちいただくか、郵送等により提出してください。

郵送の場合の送付先

〒０４８－１６３１ 虻田郡真狩村字真狩１１８番地 真狩村農業委員会事務局

７ 推薦・応募の期間

令和 ８年 ３月 ２日（月）午前８時４５分から令和 ８年 ３月３１日（火）午後

５時３０分までに必着（郵送の場合は、消印有効）

８ 申込者等に関する情報の公表

法令に基づき、募集期間中及び期間終了後に以下の情報を真狩村ホームページで公表し

ます。

（１）推薦者（個人）の氏名、職業、年齢及び性別

（２）推薦者（法人、団体等）の名称、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、目的、構

成員の資格及び要件等

（３）被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

（４）被推薦者又は応募者が認定農業者又はそれに準ずる者であるか否かの別

（５）推薦又は応募の理由

９ 推薦・応募の開始から任命までの日程

令和８年３月下旬若しくは ４月上旬 村のホｰムページで募集状況を公表

令和８年４月 募集期間の延長（応募者、推薦者が定数に満たない場合）

募集期間終了後に委員候補者の評価を行い、委員候補者を決定します。

令和８年６月 議会での承認（同意）

１０ お問い合わせ

真狩村農業委員会事務局

〒０４８－１６３１ 虻田郡真狩村字真狩１１８番地

電話 ０１３６－４５－３６１６

メールアドレス noui@vill.makkari.lg.jp


